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令和8 年度（２０２6 年度) 

償却資産(固定資産税)申告の手引 
提出期限：令和 8 年 2 月 2 日（月）

償却資産の所有者は、地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日現在で所有する資産を１月３１日（休

日の場合は翌平日）までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。 

つきましては、申告書類を同封いたしましたので、この手引をご覧いただいたうえで申告書を作成し、提出期

限までにご提出くださいますようお願いいたします。 

償却資産申告書を提出する前に記載漏れや誤りがないかチェック項目を活用して、確認してください。 

提 出 前 の チ ェ ッ ク 項 目 参考ページ 

申

告

書 

申告書の記入漏れはありませんか？ P４ ～ P５ 
□ 所有者の住所、氏名の自署又は押印 ①～②の欄 

□ 申告に応答する方の氏名・連絡先 ⑧の欄 

□ 関与する税理士等氏名・連絡先 ⑨の欄 

□ 事業所等資産の所在地 ⑰の欄 

□ 借用資産がある場合、リース会社等の名称や資産名 ⑱の欄 

□ 前年前に取得したものの取得価額 ㉕の欄 

□ 前年中に減少したものの取得価額 ㉖の欄 

□ 前年中に取得したものの取得価額 ㉗の欄 

種
類
別
明
細
書 

種類別明細書の記入漏れはありませんか？   

P６ ～ P９

 
□ 減少した資産の行番号、異動区分、異動事由等の記入 

□ 増加した資産の取得年月、取得価額、耐用年数の記入 

□ 増加した資産の異動事由欄の該当する数字に○ 

□ 摘要欄に「○○市より移動」などのコメントの記入 

□ 所有者名の記入 

よ
く
あ
る
間
違
い 

勘違いによって、申告漏れが生じやすいものがあります。 

P１５～P17 

□ リース契約の内容によっては、償却資産の申告が必要です。 

□ 大型特殊自動車は償却資産です（小型特殊自動車は申告対象ではありません。）。 

□ テナントが建物に施した内装は償却資産です。 

□ 取得価額が 10 万円未満でも、減価償却している資産は申告対象です。 

□ 
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度により取得した資産

は申告対象です。 

建
築
設
備
等
に
注
意 

税務会計上は家屋と一括して減価償却していても、固定資産税の家屋の評価に含め

られない建築設備等は、償却資産の申告対象となります。 

P１0～Ｐ１２  

Ｐ１６～１７ 

□ 各種設備（電気、給排水、ガス）のうち屋外の設備 

□ 受変電設備、予備電源（蓄電池、発電）設備 

□ 外構工事 

□ 壁掛型ルームエアコン、ブラインド、簡易可動間仕切 

□ 文字看板、そで看板、広告塔、機械式立体駐車場（装置） 

国
税
と
の
違
い 

国税（所得税・法人税）の減価償却資産の取扱いと違いがあるため、誤りが生じ

やすいものがあります。 

Ｐ１７  

□ 固定資産税では圧縮記帳の制度はありません。 

□ 固定資産税では特別償却や割増償却の適用はありません。 

□ 固定資産税の償却資産の評価額の最低限度は取得価額の 100 分の５です。 

□ 
固定資産税の償却資産には、200％定率法や 250％定率法の減価率は採用して

いません。 

【目次】 

Ⅰ 償却資産の申告について・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

Ⅱ 償却資産とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０ 

Ⅲ 償却資産の評価額の計算方法から納税まで・・・・・・Ｐ１３ 

Ⅳ 償却資産について詳しくお知りになりたい方へ・・・・Ｐ１５ 
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Ⅰ 償却資産の申告について 
 

１ 申告していただく方 
令和8年１月１日現在、奈良市内で事業を営んでいる法人や個人の方で、その事業に用いる

ことができる事業用資産（償却資産を他に賃貸している場合も含みます。）を所有している方

です。 

なお、奈良市内に２ヶ所以上の事業所がある方は、市内のすべての事業所分をまとめて申告

してください。 

※事業用資産を所有されていない場合でも、奈良市内で事業を営んでいる場合には確認の為

に申告をお願いします。 

 

２ 申告方法 
令和8年度分から申告書の様式を変更しています。具体的な申告書の作成方法は4ページか

らの申告書等の記載要領を参考にしてください。 

（１）    

申告対象者 ・令和7年１月２日以降に奈良市内で新たに事業を開始された方 

・今回初めて申告される方 

申告する資産 令和8年１月１日現在、奈良市内に所有しているすべての償却資産 

提出する書類 ・償却資産申告書 

・種類別明細書（増加資産・全資産用） 

・固定資産台帳の写し又は減価償却資産明細書の写し 

その他 リース資産のみの場合や該当する資産を所有されていない場合も、申告

書の「備考欄」にその旨を記載の上、必ず申告書を提出してください。 

 

（２） 前年度以前に申告された方 → 資産の増加・減少を申告してください。  

申告対象者 前年度（令和7年度）までに申告された方 

※前年中に資産の増減がない場合でも必ず申告をお願いします。 

申告する資産 ・令和7 年中の増加資産・減少資産 
（令和7年中とは令和7年１月２日から令和8年１月１日までの間） 

・令和7年１月１日以前に取得した資産で、申告漏れ等があった資産 

提出する書類 ・償却資産申告書 

・種類別明細書（増加資産・全資産用） 

・種類別明細書（減少資産用） 

その他 事業の廃業・解散などの場合も、申告書の「備考欄」にその旨を記載の上、

必ず申告書を提出してください。 

（注）リース会社がリース（貸出）資産を申告される場合において、資産の所在（貸出先名）

を種類別明細書（増加資産・全資産用）の摘要欄に記入してください。 

 

（３） 電算処理により申告される方 → 所有している全ての償却資産を申告してくだ

さい。 

償却資産申告書 

＜提出部数各１部＞ 

全国的に統一された様式により、申告してください。 

 

 

種類別明細書 

（増加資産・ 

 全資産用） 

（減少資産用） 

＜提出部数各１部＞ 

全国的に統一された様式により、申告してください。ただし、独

自の様式で申告される場合は、次の事項に留意してください。 

① 全国的に統一された様式による記載項目のすべてを記載する

こと。 

② 全資産について、固定資産税にかかる償却資産の評価方法に

よる評価計算を行うこと。 

③ 課税標準の特例の適用がある場合には、その特例率及び課税

標準を記載した様式であること。 

※添付資料については、１８～20ページを参照してください。 

初めて申告される方 所有しているすべての償却資産を申告してください。→



- 3 -  

④ 種類別明細書は資産種類ごとに区分して作成し、合計額を記

載すること。 

⑤ 資本的支出(改良費)については、新たな資産の取得とみなし、

本体と区分して評価計算を行うこと。 

⑥ 償却可能限度額は、取得価格又は資本的支出の95%までとす

ること。 

（注）リース会社が電算処理により、毎年全資産申告をされる場合、種類別明細書について例

外が認められています。次に主なものを例示します。 

① 行数を増加すること。（50行） 

② 「賃借人名（使用者名）」の項目を設けて記載すること。 

③ 「課税標準の特例」「増加事由」の項目を抹消すること。ただし、その際には「摘要」

欄に記号で表示し、欄外に記号の説明を付けること。 

 

３ 電子申告(eLTAX:エルタックス)について 
電子申告（eLTAX）により償却資産申告書・種類別明細書が提出できます。 

奈良市では、インターネットによる電子申告（eLTAX）の受付をしています。 

○利用可能なサービス 

法人市民税の申告、個人住民税の給与支払報告書などの提出、償却資産申告書の提出 

※eLTAXの利用方法 

eLTAXを利用できるパソコンの準備や電子証明書の取得等の手続きが必要です。

詳細は、以下までお問合せください。 

一般社団法人 地方税電子化協議会 
eLTAX ヘルプデスク 

 tel 0570-081459【受付日時：月～金（祝日、年末年始を除く。）9:00-17:00】 

eLTAX ホームページ http://www/eltax.lta.go.jp/ 

 

４ 申告書の提出先 
申告書の提出先につきましては、最終ページの【問い合わせ先】をご覧ください。 

※ファックスによる申告は受け付けておりません。 

◎受付時間：午前９時から午後５時まで (土・日・祝日を除く) 

◎郵送でも提出することができます。 

※申告書の控え(受付印を押印したもの)の返送が必要な場合は、切手を貼り付けた返信用封筒

を同封してください。切手を貼り付けた返信用封筒がない場合は、返送することができません

ので、あらかじめ御了承ください。 

 
５ 実地調査協力のお願い 

奈良市では国（総務省）の指導に基づいて、申告内容の確認や、未申告者の調査に取り組ん

でいます。地方税法第353条及び第408条に基づいて、減価償却資産明細書（固定資産台帳）

の写しの提出をお願いすることや、償却資産の調査に伺うことがありますので、その際はご協

力をお願いいたします。なお、実地調査に伴い追加・修正申告をお願いすることがあります。

 

また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を実施

しています。ご理解のほどお願いいたします。 

 

６ 申告されない方、または虚偽の申告をされた場合 
正当な理由なく申告をされない場合は、地方税法第386条及び奈良市税条例第83条の規定

により過料を科せられることがあるほか、同法368条の規定により不足額に加えて延滞金を

徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。

また、虚偽の申告をされた場合、同法第

ります。

385条の規定により罰金等を科せられることにな  
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